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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 イ ン ビ ト ロ ア ッ セ イ 法 で あ っ て 、
　 ａ ） ア ッ セ イ を 行 う た め に １ 個 以 上 の Ｎ Ｍ Ｒ 活 性 核 を 含 む ア ッ セ イ 試 薬 を 使 用 し 、
　 ｂ ） 上 記 ス テ ッ プ ａ ） と 同 時 又 は ス テ ッ プ ａ ） の 前 も し く は 後 い ず れ か に 、 ア ッ セ イ 試
薬 の １ 種 以 上 の Ｎ Ｍ Ｒ 活 性 核 を 過 分 極 化 し 、
　 ｃ ） ア ッ セ イ 試 薬 及 び ／ 又 は Ｎ Ｍ Ｒ に よ る ア ッ セ イ を 分 析 し 、
　 ｄ ） 所 望 に よ り 、 更 な る ア ッ セ イ 結 果 を 得 る た め に ス テ ッ プ ｃ ） で 得 た Ｎ Ｍ Ｒ デ ー タ を
使 用 す る
こ と を 含 む 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 Ｎ Ｍ Ｒ 活 性 核 が 1 5 Ｎ 、 1 9 Ｆ 、 3 1 Ｐ 、 1 Ｈ 、 2 9 Ｓ ｉ 及 び ／ 又 は 1 3 Ｃ で あ
る 、 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 Ｎ Ｍ Ｒ 活 性 核 が 1 5 Ｎ 又 は 1 3 Ｃ で あ る 、 請 求 項 ２ 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 ア ッ セ イ 試 薬 が 、 ア ッ セ イ の 進 行 中 に 破 壊 さ れ る 結 合 を 有 す る １ 個 以
上 の Ｎ Ｍ Ｒ 活 性 核 を 含 む 有 機 化 合 物 で あ る 、 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の い ず れ か １ 項 記 載 の
方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 ア ッ セ イ 試 薬 を 既 知 の 時 間 間 隔 で ス テ ッ プ ｃ ） に お い て 繰 り 返 し 分 析
し 、 ア ッ セ イ 試 薬 の 時 間 に 関 す る 情 報 を 得 る 、 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の い ず れ か １ 項 記 載
の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 ア ッ セ イ 試 薬 が ヌ ク レ オ チ ド 、 ヌ ク レ オ チ ド ア ナ ロ グ 、 ポ リ ヌ ク レ オ



チ ド 、 ア ミ ノ 酸 ア ナ ロ グ 、 ポ リ ペ プ チ ド 又 は タ ン パ ク 質 で あ る 、 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ５ の
い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 ア ッ セ イ が 核 酸 ハ イ ブ リ ダ イ ゼ ー シ ョ ン ア ッ セ イ で あ る 、 請 求 項 １ 乃
至 請 求 項 ６ の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 過 分 極 伝 達 を シ グ ナ ル 対 ノ イ ズ 比 を 増 強 す る た め に 繰 り 返 す 、 請 求 項
１ 乃 至 請 求 項 ７ の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 ア ッ セ イ 試 薬 の Ｎ Ｍ Ｒ 活 性 核 の 過 分 極 が 過 分 極 化 希 ガ ス 、 又 は 過 分 極
化 希 ガ ス の 混 合 物 か ら の 分 極 伝 達 に よ っ て な さ れ る 、 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ８ の い ず れ か １
項 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ９ の い ず れ か １ 項 記 載 の ア ッ セ イ 法 を 行 う た め
の イ ン ビ ト ロ ア ッ セ イ キ ッ ト で あ っ て 、 ウ ェ ル 又 は バ イ ア ル 又 は 請 求 項 １ の ス テ ッ プ （ ｂ
） の 過 分 極 を 行 う た め の 適 当 な 容 器 内 に 収 容 さ れ た 、 各 々 １ 個 以 上 の Ｎ Ｍ Ｒ 活 性 核 を 含 む
１ 種 以 上 の ア ッ セ イ 試 薬 を 備 え る キ ッ ト 。
                                                                                

(2) JP 2002-534687 A5 2007.2.15


	header
	written-amendment

